
 

 

 

 

 

 

厚生労働省では、家内労働の概況を把握し、家内労働対策の基礎資料とするため、毎

年 10 月に全国的な調査を実施しています。 

平成 21 年の調査結果から、家内労働の現状をみると次のようになります。 

 

 

１ 家内労働従事者                         

  平成 21 年 10 月 1 日現在、家内労働に従事する者の総数は 151,950 人で、その内訳

をみると、製造業者や販売業者から委託を受けて、主として自宅で物品の製造加工等

に従事している家内労働者は 145,151 人、また、家内労働者の同居の親族であって、

家内労働者とともに仕事に従事している補助者は 6,799 人となっています。 

 

 

２ 家内労働者 

（1）推移                           

家内労働法が制定された昭和 45 年以降の家内労働者数の推移をみると、昭和 48 年

の 1,844,400 人をピークとして、その後減少が続いています。 

平成 21 年は、前年に比べ 15.5％減少し、145,151 人でした。 

 

（2）男女別                            

家内労働者を男女別にみると、男性が 14,274 人であるのに対し、女性は 130,877

人と全体の 90.2％を占めています。 

 

（3）類型別                                            

家内労働者を類型別にみると、家庭の主婦などが従事する内職的家内労働者が

136,541 人で全体の 94.1％と大部分を占め、世帯主が本業として従事する専業的家内

労働者は 7,348 人（5.1％）、農業や漁業の従事者などが本業の合間に従事する副業

的家内労働者は 1,262 人（0.9％）となっています。 

 

（4）業種別                              

家内労働者を業種別でみると、衣服の縫製、ニットの編立てなどの「繊維工業」が

49,327 人 (34.0％）と最も多く、次いで玩具、人形、造花、漆器などの「その他（雑

貨等）」が 27,379 人(18.9％)、自動車用部品カプラー差し・チューブ通しなどの「電

気機械器具製造業」が 15,910 人(11.0％)、となっており、これら３業種で全体の約６

割を占めています。 

 

（5）都道府県別                                            
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都道府県別にみると、愛知県が 10,456 人と最も多く、次いで静岡県が 9,935 人、

大阪府が 9,128 人となっており、家内労働者数が１万人を超えているのは愛知県のみ

となっています。 

前年と比べ家内労働者数の減少幅が最も大きい都道府県は青森県（対前年 791 人

減、前年比 39.2％減）です。 

 

（6）危険有害業務に従事する家内労働従事者数              

危険有害業務に従事する家内労働従事者数は、16,952 人で、家内労働従事者数に

占める割合は 11.2％となっています。 

業務の種類別にみると、動力ミシンやニット編機など「動力により駆動される機械

を使用する作業」が、12,988 人と最も多く、危険有害業務に従事する家内労働従事者

全体の 76.6％を占めています。 

 

 

３ 委託者                                            

（1）委託者数                           

平成 21 年 10 月 1 日現在の委託者数は、10,982 で、その内訳をみると、製造又は

販売業者が 10,521、製造または販売業者から製造、加工などを請負い、これを家内労

働者に委託する請負業者が 461 となっています。 

 

（2）業種別                            

委託者数を業種別でみると、「繊維工業」が 4,790(43.6％）、「その他（雑貨等）」

が 1,309(11.9％)、「電気機械器具製造業」が 953(8.7％)で多く、これら３業種で全

体の約６割を占めています。 

 

（3）１委託者当たりの平均家内労働者数                    

１委託者当たりの平均家内労働者数は 13.2 人で、業種別に見ると、「ゴム製品製

造業」が 24.7 人と最も多く、次いで「その他（雑貨等）」が 20.9 人、「食料品製造

業」が 19.5 人となっているのに対し、「皮革製品製造業」は 7.6 人と最も少なくな

っています。 

 

 

４ 代理人                                                    

（1）代理人数                           

    委託者が多数の遠隔地の家内労働者に仕事を委託する場合は、自らが直接家内労働

者に原材料や製品の運搬、工賃の支払等を行うことが距離的、時間的に難しいことか

ら、これらの業務を行わせるため、家内労働者との間に代理人を置いている場合があ

りますが、その数は平成 21 年 10 月 1 日現在 738 人となっています。 

 

（2）業種別                            



 

 

 

    代理人数を業種別にみると、「繊維工業」が 290 人(39.3％）と最も多く、次いで

「その他（雑貨等）」が 245 人(33.2％)、「電気機械器具製造業」が 42 人（5.7％）

となっています。 

 


